
特別地 準へき地 １級 2級 3級 4級 5級 計

小 36 3 1 1 5 14

中 21 4 1 5 4

小 68 1 10 2 13 35

中 35 1 8 1 10 3

義 2 1 1 1

小 33 1 1 3 1 1 7 20

中 13 1 1 2 1

小 39 0 4

中 17 0 0

義 2 0 1

小 0 0 0

中 3 0 1

小 176 1 2 16 4 1 0 1 25 73

中 89 2 0 12 1 1 0 1 17 9

義 4 1 1 2

269 3 2 29 5 2 0 2 43 84

中部教育事務所管内

令和６年度 へき地･複式学校数 (令和６年５月１日現在)

学校数
（分校を含む）

へき地学校 複式学級の
ある学校数

合計

(注)分校を含み､休校は除く｡複式学校数については､標準法による。

①へき地学校とは、「へき地教育振興法」によってへき地指定を受けている学校をいい、「交通条件及び自然的､経済的､文化的諸条件に恵まれない地
域に存在していて､各都道府県の条例によって指定された小･中学校」を指す。

②へき地学校指定校は1級から5級までの級別があり、5級の学校が最もへき地度が高くなっている｡また､その他にへき地学校に準ずる学校及び特別の
地域に所在する学校については、へき地教育振興法の規定に基づき教育委員会規則で指定している。

③高知県内に令和６年５月１日現在公立小･中学校は269(県立中、義務教育学校、分校含む)があり､そのうちへき地学校は43校で､全体の約16％にあ
たる｡また､複式学級のある学校は84校で､全体の約31.2％にあたる。
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